
事 務 連 絡 

令和６年５月１５日 

   

 都道府県  

 各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

   中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

「令和６年度（令和５年度からの繰越分）障害福祉分野のロボット等導入支援事業」

の国庫補助協議について（依頼） 

 

平素より、障害者保健福祉行政の推進に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「令和６年度（令和５年度からの繰越分）障害福祉分野のロボット等導入支援事業」

について、国庫補助協議を実施いたします。 

つきましては、別添を御参照の上、以下の提出期限までに計画書等の御提出をお願

いいたします。事業を実施しない場合も、その旨ご連絡をお願いいたします。 

 

 

提出期限：令和６年７月１日（月）正午【厳守】 

提出先メールアドレス：fukusa@mhlw.go.jp 

 

   
【照会先】 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

福祉サービス係 富澤、横田 

ＴＥＬ：03-5253-1111（内線：3091） 

E-mail：fukusa@mhlw.go.jp  



 

「令和６年度（令和５年度からの繰越分）障害福祉分野のロボット等導入支援事業」 

（作業要領） 

 

１ 本事業は、障害福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担

軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供

等を推進するため、障害者支援施設事業者等が介護ロボット等の導入を支援するこ

とを目的とする。 

 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」という。）

とする。 
  なお、都道府県等による導入促進の事業は、都道府県等が事業を適切に実施する

ことができると認める団体に事業の全部又は一部を委託することができる。 

 

３ 基準額、対象経費、補助割合 

１区分 ２種目 ３基準額 ４対象経費 ５補助割合 

 

障害者総

合支援事

業費補助

金 

 

令和６年度

（令和５年

度からの繰

越分）障害

福祉分野の

ロボット等

導入支援事

業 

 

 

 

施設等に対する

導入支援 

 

（１）障害福祉分

野のロボット等

の導入に伴う経

費 

・障害者支援施設 

１施設あたり 

2,100千円 

・グループホーム 

１事業所あたり 

1,500千円 

・その他事業所 

１事業所あたり 

1,200千円 

 

 

 

（２）見守り機器

の導入に伴う通信

環境整備に係る経

費（障害者支援施

設、グループホー

ムのみ） 

・１施設・事業

 

 

 

 

（１）について 

障害福祉分野のロ

ボット等導入支援

事業の実施に必要

な備品購入費（ロボ

ット等の購入費用

に限る。）、使用料

及び賃借料（ロボッ

ト等の使用に要す

る費用に限る。）、

役務費（ロボット等

の初期設定に要す

る費用に限る。）、

補助金 

 

 

（２）について 

・ Wi-Fi 環境を整

備するために必要

な経費（配線工事

（Wi-Fi 環境整備

のために必要な有

線 LAN の設備工事

 

 

１ 

２ 

 

 

１ 

４ 

 

事業者負担 

１ 

４ 

 

別添 

国 

都道府県等 



所あたり 

7,500千円 

も含む）、モデム・

ルーター、アクセス

ポイント、システム

管理サーバー、ネッ

トワーク構築など） 

・ 職員間の情報共

有や職員の移動負

担を軽減するなど

効果・効率的なコミ 

ュニケーションを

図るためのインカ

ム（デジタル簡易無

線登録型等の Wi-

Fi 非対応型のイン

カムを含む。） 

・ 見守り機器を用

いて得られる情報

をサービスの提供

の記録にシステム

連動させるために

必要な経費（見守り

機器を用いて得ら

れる情報とシステ

ム連動可能なサー

ビスの提供の記録

ソフトウェア（既存

のサービスの提供

の記録ソフトウェ

アの改修経費も含

む）、バイタル測定

が可能なウェアラ

ブル端末、介護ロボ

ットを用いて得ら

れる情報とソフト

ウェア間を接続す

るためのゲートウ

ェイ装置等） 

 

都道府県等によ

る導入促進 

 

１自治体あたり 

2,530千円 

※コンサルタン

ト等の事業につ

いては、１事業所

あたり300千円 

  

障害福祉分野の

ロボット等導入支

援事業の実施に必

要な謝金、報償費、

旅費、需用費、消耗

品費、会議費、印刷

製本費、役務費、委

託料、使用料及び賃

借料 

 

 

１ 

２ 

 

 

１ 

２ 

国 

都道府県等 



４ 補助対象とする機器 

想定される機器の例は、以下のとおりです。 

また、必要に応じ（参考）についても参照していただきますようお願いします。 

（１）移乗介護 ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着

型又は非装着型の機器 

（２）移動支援 障害者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロ

ボット技術を用いた歩行支援機器 

（３）排泄支援 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能

なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイス

を活用した排泄誘導機器 

（４）見守り・コミュニ

ケーション支援 

センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機

器のプラットフォーム 

（５）入浴支援 ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を

支援する機器 

 なお、利用者のプライバシーに配慮されていない監視目的のカメラや、施設・事業

所への設置に際し工事を伴う機器、補装具等に相当する機器等は対象外としておりま

す。 

 

５ 執行方針 

以下の方針に基づき採択の可否を検討します。 

（１）都道府県等は、補助予定の施設・事業所に優先順位を設定する。 

（２）１台当たりの導入経費の補助対象額（初期設定に要する費用を含む。）は以下の

とおりとする。 

  ① 移乗介護、入浴支援：10万円以上 100万円以下 

  ② 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援：10万円以上 30万円以下 

（３）これまでの障害福祉分野のロボット等導入支援事業で採択済みの事業所であっ

ても、再度申請が可能である。 

（４）機器の導入経費（購入費用及び初期設定費用）と認められない経費は対象外と

するため、施設・事業所から提出される見積書等を確認すること。 

対象外となる経費の例 

・Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費（※） 

・機器の配送料 

・PC、タブレット及びその付属品（※） 

・工事費（設置費は可能）（※） 

※ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グルー

プホームのみ）は補助対象とする。 



（５）通信環境整備に係る経費（障害者支援施設、グループホームのみ）は、見守り機

器の導入に係る協議とあわせて行う場合のみ、協議が認められること。 

（６）リース料や契約料、運用保守費用等期間に定めのあるものについては、年度内

に要する経費のみ補助対象とする。 

（７）導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは、目的外使用となり認

められない。 

 

６ 提出書類及び提出期限 

別紙１－１～別紙２について、参考書類（パンフレット等及び見積書）を添付のう

え、令和６年７月１日（月）正午までに電子メールでご提出ください（締切厳守）。 

提出先メールアドレス：fukusa@mhlw.go.jp 

 

 

（参考） 

令和２年度障害者総合推進事業において、「ロボット等を活用した障害者支援手法

の開発に向けた調査研究事業」（実施主体：（株）浜銀総研研究所）を実施していま

す。 

＜（株）浜銀総研研究所のホームページＵＲＬ＞ 

https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html 

 

  令和４年度障害者総合推進事業において、「障害福祉サービス事業所等における

ICT／ロボット等導入による生産性向上効果検証」（実施主体：株式会社インサイト）

を実施しています。 

  ＜厚生労働省ホームページ（令和４年度障害者総合福祉推進事業 実施事業一覧）

ＵＲＬ＞ 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194160_00016.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194160_00016.html

